
事務事業数

17

施策目標
消費者に信頼される良質で安全・安心な食品の提供と豊かな食生活の実現に向け、生産から流
通、消費に至る各段階での食品の安全性・信頼性に取り組む。

政策体系
(中項目)

道民生活の安全の確保と安心の向上
政策体系
コード

－

緊急性
優先性

前年度
二次評価

意見
－ 対応状況

(R4.3時点)
－

実績と成果

北海道食品衛生監視指導計画を策定し、食品関係施
設の監視指導等を行うほか、と畜場法及び食鳥処理
の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく食
肉及び食鳥検査を実施する。

今年度の取組

令和４年度　基本評価調書① 所管部局

1（5）B

判定不可－ 総合判定SDGs

関連重点
戦略計画等

食品衛生課所管課
保健

福祉部

現状と
課題

安全・安心でおいしい食の一大生産地として、我が国の食料自給に大きな役割を果たしている本
道の食関連産業は本道経済を支える産業として重要な役割を担っているが、その一方で、食品へ
の信頼を揺るがす事件・事故が発生している。

連携状況

施策名 食品の安全確保対策の推進
施策

コード
0410

予算額
（千円）

Ｒ４ 624,229 Ｒ３ 621,480 Ｒ２ 609,401

環境生活部及び農政部とともに消費生活安定会議幹事会食品安全部会を開催し、食品の安全性や品質等に関す
る消費者からの通報を関係部で共有する取組を行った。
また、８月には、道内の食品営業者で組織される（公社）北海道食品衛生協会と連携し、食品衛生に係る街頭
啓発や垂れ幕・のぼり等による広報活動により、道民の食品衛生に対する意識の向上を図るほか、食品営業施
設への巡回指導を合同で実施し、衛生管理を徹底させることができた。

食品衛生法の改正により、昨年６月から原則、全ての食品等事業者においてHACCPに沿った衛生管理
の実施が求められることとなったが、依然として、特に小規模事業者からHACCPの取り組みに係る相談
が寄せられているため、啓発や支援の継続が必要である。

主な取組

【食品の安全性確保対策】
・食品関係施設に対する立入検査を実施
　（R3：28,924件、R2：39,962件）
・道内に流通する食品の検査を実施
　（R3：1,771検体、R2：2,200検体）
・食品衛生法改正に関するリーフレットの配布
　（R3：20,296枚、R2：23,134枚）
【HACCP導入促進】
・HACCPの専門知識習得に係る講習会を実施
　（R3:198回、R2：106回）
・北海道HACCP自主衛生管理認証制度の普及啓発
　〈認証施設数　R3:359施設、R2：307施設〉
【食肉・食鳥検査の実施】
・と畜検査を実施
　【牛】R3:207,992頭、R2：203,264頭、
　【豚】R3:約121万頭、R2：約119万頭、
・食鳥検査を実施
  （R3:約4,217万羽、R2：約4,251万羽）



<成果指標の達成状況>　⇒３つ以外の指標は、補助指標調書に記載
R2年度 R3年度 R4年度 最終目標() 達成率 指標判定

目標値
実績値

R2年度 R3年度 R4年度 最終目標() 達成率 指標判定
目標値
実績値

R2年度 R3年度 R4年度 最終目標() 達成率 指標判定
目標値
実績値

【総合判定】

対応方針番号

-

設定理由

分析（主な取組と成果）

-

設定理由

分析（主な取組と成果）

分析（主な取組と成果）

設定理由

指標名①

-

-

本施策は法律等に基づき許可や監視指導等を行う施策であり、成果指標の設定はなじまないた
め。

-

指標名②

指標名③

-

翌年度に
向けた

対応方針

内容

①

近年における道内の食中毒発生状況、全国的にカンピロバクター属菌やノロウイルスによる
食中毒が多発している状況などを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染状況を見極めな
がら、食品の安全確保のため、今年度末に策定する令和５年度北海道食品衛生監視指導計
画に基づき本事業を実施していく。

②

③

連携状況
緊急性
優先性

指標判定○ - - 総合判定 判定不可

令和４年度　基本評価調書② 施策名 食品の安全確保対策の推進
施策

コード
0410



<二次政策評価>

対応方針番号

道内でアニサキスによる食中毒の発生件数が増加しているなど
の現状を踏まえ令和５年度北海道食品衛生監視指導計画を策定
し、本計画に基づき事業を実施していく。

R5新規事
業数

①

②

③

Ｒ５
施策の
方向性

令和４年度　基本評価調書③ 施策名

二次政策
評価への

対応

R4年度
二次政策

評価

食品の安全確保対策の推進
施策

コード
0410

方向性
関連する事務事業
（新規・拡充）



施策名 施策コード

うち
一般財源

本庁 出先
機関 人工計
対応
方針
番号

方向性

0512 一般 食品衛生監視費 食品衛生課 0 32,387 0 4.7 74.9 79.6 651,993 ①
改善（取組
分析）

改善

0513 義務費 食品衛生監視費（義務的経費） 食品衛生課 0 345 0 0.1 0.0 0.1 1,123

0514 義務費 食品衛生検査費 食品衛生課 0 110,132 105,302 2.5 34.9 37.4 401,254 ①
改善（取組
分析）

改善

0515 一般 食品衛生強化対策費補助金 食品衛生課 0 5,169 5,169 0.1 0.0 0.1 5,947

0516 一般 乳肉及び水産食品衛生指導費 食品衛生課 0 29,943 11,119 1.3 32.2 33.5 290,707 ①
改善（取組
分析）

改善

0528 義務費
乳肉及び水産食品衛生指導費（義
務的経費）

食品衛生課 0 974 0 0.3 0.0 0.3 3,309

0517 一般 生活衛生広域監視指導事業費 食品衛生課 0 2,160 2,160 0.1 10.2 10.3 82,335 ①
改善（取組
分析）

改善

0518 0414 一般 HACCP推進対策費 食品衛生課 0 1,252 1,252 1.2 15.1 16.3 128,131 ①
改善（取組
分析）

改善

0519 一般 と畜検査費 食品衛生課 0 171,539 0 1.3 108.8 110.1 1,028,557 ①
改善（取組
分析）

改善

0520 維持費 と畜検査費（維持費） 食品衛生課 0 88,078 0 0.2 11.3 11.5 177,594 ①
改善（取組
分析）

改善

0521 一般 食鳥検査指導費 食品衛生課 0 17,757 0 0.5 15.6 16.1 143,079 ①
改善（取組
分析）

改善

0522 維持費 食鳥検査指導費（維持費） 食品衛生課 0 3,922 0 0.1 1.7 1.8 17,933 ①
改善（取組
分析）

改善

0523 義務費 食鳥検査指導費（義務的経費） 食品衛生課 0 30,492 0 0.1 1.7 1.8 44,503

0524 一般 食品衛生指導諸費 食品衛生課 0 803 803 0.4 12.0 12.4 97,325

0525 一般 牛海綿状脳症検査費 食品衛生課 0 8,610 6,927 0.2 1.2 1.4 19,508

0526 一般 狂犬病予防対策費 食品衛生課 0 119,418 118,762 0.4 12.6 13.0 220,610

0527 一般 養成施設指定等事業費 食品衛生課 0 1,248 1,248 0.9 0.0 0.9 8,254

0 624,229 252,742 14.4 332.2 346.6

ACTION　結果への対応（令和５年度）

次年度
方向性

二次評価意見への対応状況

一次政策評価

令和４年度

二次政策評価意見

養成施設の指定等の適切な事務及び、適正な運営の確保を図るため
の指導監督を行う。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、北海道食品衛生
監視指導計画に基づき、食鳥肉の安全を確保するため、検査対象食鳥
処理場等において検査及び指導を行う（食鳥検査員の確保に要する経
費）

化製場等に関する法律に基づき、化製場等における死亡獣畜の適正処
理を推進する他、公衆衛生獣医師を確保するため、獣医学生を対象に
募集活動等を行う

狂犬病の発生やまん延を防止するため、狂犬病予防法に基づき未登録
犬及び未注射犬の捕獲・抑留等を実施する。

と畜場法及び北海道食品衛生監視指導計画に基づきと畜検査及び衛
生監視を実施する。

と畜場法、牛海綿状脳症特別措置法に基づき、牛及びめん羊・山羊を
対象に牛海綿状脳症（ＢＳＥ）検査を実施する。

計

令和4年度　事務事業評価調書 食品の安全確保対策の推進

食品衛生法に基づき、監視指導計画を定め、食品関係施設の監視指導等を行
う。

HACCP（ハサップ）の手法を取り入れた自主衛生管理の導入を推進し、
道民に安全な食品を提供するとともに、衛生的付加価値の向上を図る。

と畜場法及び北海道食品衛生監視指導計画に基づきと畜検査及び衛
生監視を実施する（庁舎等の維持運営に係る経費）。

製菓衛生師試験に関する事務

食品衛生法に基づき、規格基準等について検査を行い、不良な食品等
を排除する。

（公社）北海道食品衛生協会が実施する食品衛生指導および食品衛生
啓発事業に補助する。

乳肉水産食品の安全を確保するために、食品衛生法に基づき、製造施
設等に対する監視指導及び製品等の検査を行う。

中心的保健所10カ所に設置した生活衛生監視指導班が、高度な衛生
管理が必要な食品製造施設等を対象に、広域的に高度専門的な監視
指導を行う。

事業費
（千円）

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、北海道食品衛生
監視指導計画に基づき、食鳥肉の安全を確保するため、検査対象食鳥
処理場等において検査及び指導を行う。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律、北海道食品衛生
監視指導計画に基づき、食鳥肉の安全を確保するため、検査対象食鳥
処理場等において検査及び指導を行う（庁舎等の維持運営に係る経
費）

ふぐ処理試験に関する事務

0410

整理番号 重複施策 経費区分 事務事業名 事務事業概要
課・局
室名

前年度から
の繰越事業
費（千円）

令和４年度

執行体制
フル
コスト
（千円）


